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はじめに 

 

本市では、多くの学校が建設された昭和５０年代以降に、携帯電話がなく連絡

手段が限られていたことや、民間賃貸住宅の不足、道路網の整備状況や自家用車

の保有率などにより通勤圏が限られていたことから、転任の多い教職員の皆さ

まの福利厚生の一環として、安定的かつ良好な居住先を確保することを目的に、

教職員住宅（管理者住宅及び若葉町教職員住宅）の整備が行われています。 

しかしながら、教職員住宅の老朽化、持ち家率の増加、民間賃貸住宅の増加、

道路網の整備状況の改善等などにより、近年、入居者が減少傾向にあり、老朽化 

対策と空き住戸の管理が課題となっています。 

北広島市では平成２８年６月に「北広島市公共施設等総合管理計画」を策定し、

市が「保有する公共施設等を効果的・効率的に活用し、必要な公共サービスを持

続的に提供し続けられるよう、公共施設等の適正な配置を実現する必要」がある 

とされたところです。 

こうした中、北広島市教育委員会から、教職員住宅の設置の経緯、また、人口

減少が続き厳しい財政状況が続くことが見込まれる中、今後の在り方を検討す 

るため、教職員住宅委員会へ調査研究の要請があったところです。 

教職員住宅委員会では、管理者住宅２２戸及び一般教職員住宅２棟４０戸の

今後の在り方について調査研究を実施し、その成果を本報告書としてまとめた 

ものです。 
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第１章 現状と課題 

 

（１）教職員住宅の経過 

管理者住宅及び一般教職員住宅については、多くの学校が建設された昭和 

５０年代以降に、民間賃貸住宅の不足や道路網の整備状況により通勤圏が限ら

れていたことから、転任の多い教職員に対して、安定的かつ良好な居住先を確

保することを目的に、設置者である北広島市教育委員会（当時は、広島町教育

委員会。以下「市教育委員会」という。）が整備を行ってきました。 

特に、管理者住宅は緊急時の迅速な対応や地域との連携を密にするなど、良

好な学校運営の観点から学校敷地内又は通学区域内に整備し、校長及び教頭の 

住宅の用に供してきました。 

管理者住宅については、平成１５年頃までは、建築後２５年程度を目途に改

築を行ってきましたが、平成１６年度に方針を見直し、耐用年数にかかわらず

可能な限り使用すること、また老朽化等により居住困難な状況になった場合は、 

原則的に使用を取り止め、民間賃貸住宅を活用することとしました。 

その後、市教育委員会では、平成２５年度に、財政状況や管理者住宅の必要

性の時代的変遷などから再度方針を見直し、建築後２０年を経たもので入居者

が退去した時点で供用を廃止すること、代替策として民間賃貸住宅の活用に 

加え、一般教職員住宅への入居を可能とすることとしました。 

なお、供用が廃止された管理者住宅については、現在も教育用財産として市

教育委員会が、地域の防犯上の観点から必要最小限の維持・管理を行っていま 

す。 

一般教職員住宅については、現有の若葉町の一般教職員住宅のほか、南町に

１棟１２戸の集合住宅（昭和４８年築、鉄筋コンクリート造、３階建）を保有

していましたが、著しい老朽化等の状況を踏まえ、平成２２年度に廃止し、土 

地・建物の売却を行っています。 

 

（２）教職員住宅の現状と課題等 

①教職員住宅の劣化状況等 

「北広島市公共施設等個別施設計画教員住宅編」（令和２年３月）策定の

ために行った劣化状況評価は次のとおりです。なお、（２）対象施設及び劣

化状況の表中№１１以降については、供用を廃止していることから劣化状況

評価の対象外となっています。 
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「北広島市公共施設等個別施設計画教員住宅編」（令和 2年 3月）抜粋 

 

(1) 劣化状況の評価の基準 

評価 基準 

Ａ 概ね良好 

Ｂ 部分的に劣化(安全上、機能上、問題なし) 

Ｃ 広範囲に劣化(安全上、機能上、不具合発生の兆し) 

Ｄ 

早急に対応する必要がある 

(安全上、機能上、問題あり) 

(躯体の耐久性に影響を与えている) 

(設備が故障し施設運営に支障を与えている)等 

 

(2) 対象施設及び劣化状況 

 

 

 

 

 

No 施設名
建築
年度

①
経過
年数

②
標準
使用
年数

②-①
延床
面積
(㎡)

構造
種別

耐震
診断

耐震
化

地
上

(

階

)

地
下

(

階

)

屋
根
・
屋
上

外
壁

内
部
仕
上
げ

電
気
設
備

給
水
設
備

排
水
設
備

空
調
設
備

そ
の
他
設
備

外
構

1 若葉町教員住宅（10号棟） 昭和53 41 65 24 1589 RC 実施済み 実施済み 5 0 B B B C C C C B C
2 若葉町教員住宅（11号棟） 昭和53 41 65 24 1563 RC 実施済み 実施済み 5 0 B B B C C C C B C
3 西の里小学校（校長宅） 平成9 22 40 18 85 W 新耐震基準 不要 1 0 B B B B B B B A B
4 西の里小学校（教頭宅） 平成9 22 40 18 85 W 新耐震基準 不要 1 0 B B B B B B B A B
5 緑ヶ丘小学校（校長宅） 平成12 19 40 21 86 W 新耐震基準 不要 1 0 B B A B B B A A A
6 緑ヶ丘小学校（教頭宅） 平成12 19 40 21 86 W 新耐震基準 不要 1 0 B B A B B B A A A
7 双葉小学校（校長宅） 平成11 20 40 20 85 W 新耐震基準 不要 1 0 B B A B B B A A B
8 双葉小学校（教頭宅） 平成11 20 40 20 85 W 新耐震基準 不要 1 0 B B A B B B A A B
9 広葉中学校（校長宅） 平成10 21 40 19 88 W 新耐震基準 不要 1 0 B B B B B B B B B
10 広葉中学校（教頭宅） 平成10 21 40 19 88 W 新耐震基準 不要 1 0 B B B B B B B B B
11 北の台小学校(校長宅) 平成8 23 40 17 86 W 新耐震基準 不要 1 0 - - - - - - - - -
12 北の台小学校(教頭宅) 平成8 23 40 17 86 W 新耐震基準 不要 1 0 - - - - - - - - -
13 西部中学校(教頭宅) 平成6 25 40 15 85 W 新耐震基準 不要 1 0 - - - - - - - - -
14 西部小学校(校長宅) 平成5 26 40 14 87 W 新耐震基準 不要 1 0 - - - - - - - - -
15 西部小学校(教頭宅) 平成5 26 40 14 87 W 新耐震基準 不要 1 0 - - - - - - - - -
16 緑陽中学校(校長宅) 昭和54 40 40 0 72 W 未実施 必要 1 0 - - - - - - - - -
17 緑陽中学校(教頭宅) 昭和54 40 40 0 72 W 未実施 必要 1 0 - - - - - - - - -
18 西の里中学校(教頭宅) 昭和62 32 40 8 76 W 新耐震基準 不要 1 0 - - - - - - - - -
19 東部中学校(校長宅) 平成1 30 40 10 74 W 新耐震基準 不要 1 0 - - - - - - - - -
20 東部中学校(教頭宅) 平成1 30 40 10 74 W 新耐震基準 不要 1 0 - - - - - - - - -
21 大曲中学校(校長宅) 平成3 28 40 12 82 W 新耐震基準 不要 1 0 - - - - - - - - -
22 大曲中学校(教頭宅) 平成3 28 40 12 82 W 新耐震基準 不要 1 0 - - - - - - - - -
23 大曲小学校(校長宅) 平成3 28 40 12 87 W 新耐震基準 不要 1 0 - - - - - - - - -
24 大曲小学校(教頭宅) 平成3 28 40 -28 87 W 新耐震基準 不要 1 0 - - - - - - - - -

劣化状況建物概要
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②教職員住宅入居率の推移 

教職員住宅の入居率の推移は、図１、２のとおりです。 

管理者住宅については、平成２５年度に定めた方針に基づき、建築後２０

年を経たもので入居者が退去したものから順次供用を廃止し、令和２年４月

１日時点では、提供可能戸数２戸に対し２名が入居しています。 

一般教職員住宅については、提供可能戸数４０戸に対し、平均して２０数

名、約６３％の入居率となっており、常時、空き室がある状況となっていま

す。 

なお、一般教職員住宅については、市職員の職員住宅として一部提供して

おり、令和２年４月１日時点で３名が入居しています。 

 

 

 

 

 
  ※図１、２とも各年４月１日時点 
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③交通事情の変化 

昭和５０年代以降、自家用車の普及や道路の新規開設や拡幅等の交通事情

の改善があり、自家用車であれば、石狩管内の市町村から概ね１時間以内で

通勤することができるようになっています。 

第３章で示す教職員のアンケート結果から、教職員の４２.３％が市内、

５２.６％が札幌市、恵庭市、江別市に在住していることから、自家用車で

あれば、概ね３０～４０分程度で通勤することができます。 

 

表２ 北広島市の自動車保有台数の推移 

種 別 S45 年 S50 年 S53 年 S59 年 S63 年 H3 年 H7 年 H12 年 H17 年 

人 口 9,746 22,264 ― 39,558 43,183 48,990 53,537 57,731 60,677 

乗 用 2,089 3,139 4,455 8,479 10,737 13,697 17,747 21,433 23,609 

保有率 21.4 14.1 ― 21.4 24.9 28.0 33.1 37.1 38.9 

※北広島市ホームページ公表資料（昭和 53 年はなし）及び北広島市「北広島市史」を基に作成 

 

④民間賃貸住宅の状況 

平成３０年度における民間賃貸住宅の供給状況は、総数 3,720 戸となって

います（表２）。 

表２ 市内の民間賃貸住宅等数 

区 分 総 数 
延べ床面積 

29 ㎡以下 30～49 ㎡ 50～69 ㎡ 70～99 ㎡ 100～149 ㎡ 150 ㎡以上 

総 数 3,720 730 960 1,320 340 290 80 

一戸建 630 10 90 90 150 220 60 

長屋建 70 10 10 40 － － 10 

共同住宅
（木造） 

1,580 410 580 520 60 － 10 

共同住宅
（非木造） 

1,440 300 280 670 120 70 － 

出典：総務省「平成 30 年住宅・土地統計調査（都道府県編）」第 131 表。 
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⑤社会情勢の変化 

上記のほか社会情勢の変化として、地域との連携については、平成１３年 

５月に学校評議員制度が試行導入され、平成１４年４月からは全校に導入され

ています。 

平成２５年４月には西部中学校区（西部小学校及び西部中学校）において学

校運営協議会を設置し、令和２年４月には大曲中学校区（大曲小学校、大曲東

小学校及び大曲中学校）と緑陽中学校区（緑ヶ丘小学校及び緑陽中学校）にお

いて設置され、今後、令和５年度を目途として全市展開を目指すなど地域との

連携を深めています。 

また、各地区に設置された生涯学習振興会等の地域事業への積極的な参加な

ど、学校と地域の連携が進められています。 

 防災・防犯上の対応として、全学校に機械警備を導入し、夜間・祝日の防犯

上の緊急通報体制を講ずるとともに、携帯電話の普及により教育委員会担当職

員と学校管理職との連絡体制を確保しています。また、災害時の避難所運営に

ついては、市地域防災計画に基づき、市職員の避難所運営班が運営に当たるこ

ととなっています。 
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第２章 教職員アンケートの結果 

 

調査研究の基礎資料とするため、教職員の教職員住宅に関する考えを把握す

るため、悉皆のアンケートを実施しました。 

アンケートの結果概要は、次のとおりです。なお、アンケート結果のまとめ

については資料編に掲載しています。 

 

１ アンケートの方法等 

（１）アンケート方法 オンライン方式 

（２）アンケート期間 令和２年９月２９日（火）～令和２年１０月１６日（金） 

（３）回答者数等   回答者数１７７名（回答率５２.３％） 

詳細は下表のとおり 

 

職  種 20 
代 

30 
代 

40 
代 

50 
代 

60 代 
以上 

合計 対象数 
（回答率） 

 

校  長    7 4 11 14 
（78.6%） 

教  頭   3 11  14 15 
（93.3%） 

正規の教職員 

（校長、教頭を除く） 
3 22 65 48 2 140 288 

（48.6%） 

期限付教員等 5 1  4 2 12 17 
（70.6%） 

合  計 8 23 68 70 8 177 334 
（52.3%） 

 

２ 現在の居住地について 

「北広島市」（７５名，４２.３％）、「札幌市」（５２名，２９.４％）、「恵庭

市」（２７名，１５.３％）、「江別市」（１４名，７.９％）の順となっています。 

 

３ 通勤時間について 

３０分以内１３４名（７５.７％）、１時間以内３９名（２２.０％）の順と

なっています。 

 

４ 教職員住宅の必要性について 

「必要」（４６名，２６.０％）、「どちらとも言えない」（７７名，４３.５％）、 

「必要ない」（５４名，３０.５％）となっています。 

「必要」又は「必要ない」と考える理由について、２つまで選択してもら

ったところ、主な回答は次のとおりとなっています。 

校長, 11, 3%

教頭, 14, 4%

正規の教職員, 

140, 42%

期限付教員等, 12, 4%

無回答, 

157, 47%
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＜必要と考える主な理由＞ 

・通勤時間短縮のため（５１件） 

・民間賃貸住宅等より家賃が安いため（５６件） 

＜必要ないと考える主な理由＞ 

・すでに持ち家があるため（５２件） 

・現在の住まいから通勤できるため（２５件） 

・民間賃貸住宅等が充実しているため（１５件） 

・家族等の勤務先や通学先等の都合があるため（１４件） 

 

５ 教職員住宅について（自由記載）※一部 

①「必要」と回答した教職員の記載 

・教員住宅を廃止にするとしても、同等の家賃で民間賃貸に住むことができる

体制作り（家賃補助など）をお願いします。（３０代） 

・時代に合わせた合理化・スリム化は必要と考えますが、収入の低い若年層や

期限付き教職員、単身赴任、ＡＬＴ等、需要は根強いと思います。そのた

め、ある程度の規模と居住性は維持するべきと考えます。（３０代） 

・北広島を始め、石狩管内は人口が多く民間住宅を選択することも容易にでき

ますが、基本、勤務校の所在地に居住することで、校区内の住民として、児

童生徒や保護者、地域と触れ合う機会が大切と考えます。（５０代） 

・新採用者や他管からの移動者、若手教員などは、勤務する市町村に安価で確

実に住宅を構えられるよう、教職員住宅が整備されているのが望ましいと思

います。特に新採用者は、４月過ぎてからの採用通知もあり、遠方から赴任

する際には、住宅を探すことができないことも考えられます。古くなった教

職員住宅では、民間の賃貸を探したくなるのは自然なことです。安心して赴

任地に向かえるよう、民間の住宅に習ってきちんと修繕を行った教職員住宅

の整備は必要なことだと思います。（４０代） 

 

②「どちらとも言えない」と回答した教職員の記載 

・勤務地まで近い場合は、管理職は自宅通勤で良いと思われるが、遠い場合、

住宅費はかなり安くする必要がある。単身赴任の光熱費等も思ったより、高

い。（５０代） 

・老築化・空き住居等の管理面での大変さを考えると、今回を機に廃止や別の

方法での確保という形になっても仕方ないのではないかと思います。 

（４０代） 

・私も、家を建てるまでは教職員住宅にお世話になりました。持ち家がない方

にとっては、居住を希望するケースも少なくないと思います。ただ、入居者
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の減少傾向や、維持管理費を考えると、教職員住宅を廃止するのもやむを得

ないとも感じます。その場合は、家賃補助の割合を増やすなどの対応も検討

していただけると、ありがたいと感じる職員もいるのではないでしょうか。

（４０代） 

・一人暮らしの方や単身赴任の方々にとって、家賃が安く、経済的にも助かる

のではないでしょうか。（４０代） 

・民間と同じレベルの教職員住宅が望ましいが、それだと維持にお金がかかる

のであれば、廃止してもよいと思う。ただ、そうするならば民間賃貸住宅の

補助金額を上げてほしい。（３０代） 

・新卒などの単身者が異動等で、賃貸を探すのが大変な時に、単身世帯用の教

職員住宅があると費用も少なく、手間も省けてよいと思う。家族用の住宅

は、光熱費等も入れるとあまり安くならないため、設備等のいい賃貸を選択

するようになった。（３０代） 

 

③「必要ない」と回答した教職員の記載 

・民間の賃貸住宅が充実している現状では、市内に教職員住宅を設置する役割

はすでに終えていると感じる。また、若葉町の教職員住宅は光熱費用が高価

のため入居を希望しない教職員もいると聞く。市教育委員会の教職員住宅の

維持管理費予算を考えると、市内の教職員住宅の廃止もやむを得ないと考え

る。（５０代） 

・携帯電話が普及した中、緊急の場合はすぐに連絡がつく状況だと思います。

何かあった場合、30 分程度（以内）で学校まで行けるのであれば、わざわざ

市内に別な住居を借りる必要は無いと思います。また、道や市の財政が厳し

い中、単身赴任手当でも省けるものは省いた方がよいと思います。 

（５０代） 

・民間の綺麗な住宅を借りあげるか、住宅手当を充実してくれるといい。 

（４０代） 

・田舎には必要かもしれないが、都市部には不要。（３０代） 

・民間の住宅が充実してきていることと教職員住宅の老朽化から、そろそろ必

要性がなくなってきていると感じる。（５０代） 
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第３章 今後の教職員住宅の在り方について 

  

現状と課題、教職員アンケートの結果を踏まえ、本委員会の調査研究の結論

を次のとおりとします。 

 

（１）教職員住宅の廃止は、やむを得ないものと判断する。 

（２）廃止に当たっては、若年層の家賃負担の軽減を求める意見及び優秀な人

材確保や安心して働き続けられる職場環境づくりの観点から、関係機関と

連携し、福利厚生施策の充実に努めていただきたい。 

 

【検討の経過】 

（１）教職員住宅が設置された当時の背景や目的にある、民間賃貸住宅の不

足、道路網の整備状況、緊急時の迅速な対応や地域との連携等について検

討をおこなったところ、本市の都市化により民間賃貸住宅の充実、道路網

の整備や自家用車の普及、携帯電話の普及等により、必要性が低下してい

ます。 

（２）教職員住宅については、設置者による負担と入居する教職員の家賃負担

により設置・維持されています。今後、教職員住宅を新築・改築した場

合、その費用の一部が教職員に転嫁され、民間賃貸住宅と比較した家賃の

優位性が失われる懸念があります。 

（３）このことから、教職員住宅の廃止については、やむを得ないものと判断

します。 

（４）しかしながら、教職員アンケートの結果等において、初任者や期限付き

教職員等の負担軽減や、本市の地理に不案内な転入者に対する情報提供な

ど、ソフト面でのサポートについての意見がありました。 
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資料編 

 

（１）教職員住宅委員会委員名簿（五十音順・敬称略） 

 

（令和 3 年 2月 1日時点） 

役 職 氏  名 所   属（選出区分） 

 有 本  憲 司 
東部小学校 教諭 

（北海道教職員組合北広島支会推薦） 

 折 田  道 啓 
緑陽中学校 教頭 

（教頭会推薦） 

 柿 﨑  直 哉 
西の里小学校・中学校陽香分校教頭 

（教頭会推薦） 

会 長 北 本  貴 史 
大曲中学校 校長 

（校長会推薦） 

 下 野  直 章 
教育委員会教育部教育総務課長 

（充て職） 

 藤 村  哲 子 
緑陽中学校 校長 

（校長会推薦） 

会長代理 松 野  真 也 
双葉小学校 教諭 

（北海道教職員組合北広島支会推薦） 

  ※役職欄が空欄の者は、全て委員 

 

（２）教職員住宅委員会開催状況等 

期日 名称等 主な内容 

令和 2年 9月 9 日 

第 1回会議 

(1)会長選出及び会長代理指名 

(2)会議の運営について 

(3)趣旨説明 

(4)調査研究 

令和 2年 9月 29 日 

～10 月 16 日 
教職員アンケート 

オンラインで実施。詳細は第 

2 章及び資料編のとおり 

令和 2年 11 月 18 日 
第 2 回会議 

(1)アンケート結果について 

(2)調査研究 

令和 3年 2月 1 日 

（意見提出期限） 
第 3回会議（書面） 

(1)調査研究報告書について 

(2)その他 
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（３）教職員アンケート結果 
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